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D-19 超音波検査

《平成２７年２月５日新規》

《令和元年８月２９日更新》

《令和３年２月２６日更新》

○ 取扱い

原則として、単なる挫傷に対する局所診断を目的とした超音波検査は認

められない。

○ 取扱いの根拠

単なる「挫傷」に対する超音波検査の算定は、挫傷局所の診断検査とし

ては一般的ではない。なお、「単なる挫傷」とは「部位や併存症または合

併症（疑い病名を含む）などの傷病名記載のない挫傷」のことをいう。


